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ース

納期限　7月2日㊊
コンビニエンスストアでも納付できます。
また、便利で確実な口座振替も

ご利用ください。

今月の納税今月の納税

町県民税普通徴収……１期

幼
稚
園
就
園
奨
励
費
の
支
給

申
請
は
在
園
す
る
幼
稚
園
へ

吉
岡
町
立
地
適
正
化
計
画
説
明
会
を
開
催

暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

幼
児
用
補
助
装
置（
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
）の
購
入
補
助

交
通
事
故
か
ら
子
ど
も
を
守
る

下
水
道
排
水
設
備
指
定
工
事
店
の
指
定
取
消
処
分

処
分
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

町
は
、幼
稚
園
教
育
の
一
層
の

充
実
と
保
護
者
の
経
済
的
負
担
の

軽
減
を
図
る
た
め
、私
立
幼
稚
園

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に

移
行
し
た
園
は
除
く
。）の
就
園
奨

励
費
の
支
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。

就
園
奨
励
費
は
、各
私
立
幼
稚
園

を
通
じ
て
支
給
し
ま
す
。在
園
す

る
私
立
幼
稚
園
へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。詳
し
く
は
、在
園
す
る
私
立

幼
稚
園
ま
た
は
学
校
教
育
室
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

町
は
、将
来
的
な
人
口
減
少
、高

齢
化
社
会
に
お
い
て
も
暮
ら
し
や

す
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、「
吉
岡

町
立
地
適
正
化
計
画
」を
策
定
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
計
画
に
関
す
る
制
度
の
概

要
や
目
的
な
ど
と
と
も
に
、「
コ
ン

パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
」の
実
現

に
向
け
た
方
針
や
、商
業
施
設
な

ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
都
市
機
能
の
集

積
を
図
る「
都
市
機
能
誘
導
区

域
」、住
居
の
誘
導
を
図
る「
居
住

　

町
で
は
、交
通
事
故
か
ら
子
ど

も
を
守
る
た
め
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

ト
購
入
補
助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

※
申
請
期
間
は
購
入
日
か
ら
１
年

以
内
で
す
。ま
た
、申
請
で
き
る
台

数
は
幼
児
１
人
に
対
し
１
台
で
、

回
数
は
１
回
限
り
で
す
。

▼
対
象
者　

６
歳
未
満
の
幼
児
を

養
育
す
る
親
権
者
で
、国
土
交
通

省
の
定
め
る
安
全
基
準
に
適
合
す

る
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト（
中
古
品

を
除
く
。）を
購
入
し
、次
の
要
件

を
す
べ
て
満
た
す
人
。

□
購
入
日
に
幼
児
が
６
歳
未
満
で

あ
る
人

□
申
請
日
に
幼
児
と
親
権
者
が
町

内
に
住
所
を
有
す
る
人

□
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

　

次
の
業
者
に
つ
い
て
、吉
岡
町

下
水
道
排
水
設
備
指
定
工
事
店
の

指
定
取
消
処
分
を
行
い
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
対
象
者

□
町
内
に
住
所
を
有
す
る
人

□
私
立
幼
稚
園（
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
新
制
度
に
移
行
し
た
園
は
除

く
。）に
通
う
満
３
〜
５
歳
児
の
保

護
者

※
所
得
状
況
に
よ
り
、対
象
と
な

ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局 

学
校
教
育
室

☎
26
・
２
２
８
６（
直
通
）

誘
導
区
域
」に
つ
い
て
ご
説
明
し

ま
す
。

▼
日
時

①
６
月
29
日
㊎
午
後
７
時
〜

②
６
月
30
日
㊏
午
後
２
時
〜

▼
場
所

文
化
セ
ン
タ
ー
研
修
室

▼
問
い
合
わ
せ
先

産
業
建
設
課 

都
市
建
設
室

☎
26
・
２
２
７
８（
直
通
）

▼
補
助
金
額

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
価
格
の

２
分
の
１（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

で
、上
限
８
，０
０
０
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
吉
岡
町
幼
児
用
補
助
装
置
購
入

補
助
金
交
付
申
請
書
兼
実
績
報
告
書

□
領
収
書
ま
た
は
レ
シ
ー
ト（
購

入
日
お
よ
び
購
入
額
が
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
）

□
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
付
属
の
品

質
保
証
書
ま
た
は
取
扱
説
明
書

□
印
鑑（
認
め
印
）

□
振
込
先
が
分
か
る
も
の

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課 

生
活
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

▼
業
者
名

エ
ス
・
テ
ー
・
テ
ク
ノ
株
式
会
社

（
高
崎
市
貝
沢
町
１
２
３
０

－

３
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課 

下
水
道
室

☎
26
・
２
２
８
４（
直
通
）
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優
良
自
動
車
運
転
者
表
彰

安
全
運
転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う

　

４
月
14
日
㊏
に
開
催
さ

れ
た
渋
川
警
察
署
管
内
交

通
安
全
総
決
起
大
会
で
優
良
運
転

者
表
彰
が
行
わ
れ
、町
か
ら
は
９

人
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

▼
受
章
で
き
る
の
は　

無
事
故
・

無
違
反
の
期
間
が
、旭
日
金
冠
章

40
年
、金
冠
金
章
30
年
、金
冠
銀
章

20
年
、金
章
15
年
、銀
章
10
年
、銅

章
５
年
以
上
の
人
で
、か
つ
前
段

階
の
章
を
受
章
し
、過
去
に
同
じ

章
を
受
章
し
て
い
な
い
人
で
す
。

▼
申
込
期
限

役
場　
　
　

７
月
10
日
㊋

渋
川
交
通
安
全
協
会
７
月
20
日
㊎

▼
必
要
書
類　

印
鑑
、運
転
免
許

証
、無
事
故
無
違
反
証
明
書
発
行

手
数
料
６
３
０
円
※
交
通
安
全
協

会
で
申
し
込
む
場
合
は
、無
事
故

無
違
反
証
明
を
自
ら
取
得
す
る

か
、申
請
時
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課 

生
活
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

　

町
は
、固
定
資
産
税
の
課
税
対

象
と
な
る
家
屋
を
正
確
に
把
握
す

る
た
め
に
、未
評
価
家
屋
な
ど
の

調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、航
空
写
真
と
町

の
課
税
台
帳
を
照
合
し
、新
築
や

増
築
を
し
た
も
の
で
評
価
が
済
ん

で
い
な
い
家
屋
や
、取
り
壊
し
な

ど
が
あ
る
家
屋
を
現
地
で
確
認
す

る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、建
築
年
な
ど
の
必
要
事

項
に
つ
い
て
伺
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

未
評
価
家
屋
な
ど
の
調
査
の
お
知
ら
せ

調
査
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　

調
査
を
行
う
職
員
は
、職
員
証
な

ど
の
身
分
証
を
携
行
し
て
い
ま
す
。

な
り
す
ま
し
や
不
審
者
と
思
わ
れ

る
場
合
に
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

財
務
課 

税
務
室

☎
26
・
２
２
３
７（
直
通
）

春

秋

補
助
金
等
審
査
委
員
会
の
委
員
公
募

健
全
な
財
政
運
営
の
た
め
に

　

補
助
金
等
審
査
委
員
会
は
、町

が
交
付
す
る
補
助
金
な
ど
に
つ
い

て
、支
出
の
適
正
化
や
透
明
性
の

確
保
の
観
点
か
ら
公
益
性
の
再
検

討
を
行
い
、健
全
な
財
政
運
営
の

推
進
に
役
立
た
せ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
設
置
さ
れ
た
委
員
会
で
す
。

　

こ
の
委
員
会
で
、広
く
町
民
皆

さ
ま
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め

に
、委
員
の
一
部
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
数　

１
人

▼
任
期　

２
年

▼
報
酬　

１
回
４
，４
０
０
円

▼
会
議
の
開
催　

年
３
回
程
度

▼
対
象

①
地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
規
定

に
該
当
し
な
い
人

②
町
内
に
住
所
を
有
し
、昭
和
23

年
４
月
２
日
か
ら
平
成
10
年
４
月

１
日
生
ま
れ
の
人

③
町
が
設
置
す
る
付
属
機
関
な
ど

の
委
員
を
３
つ
以
上
兼
務
し
て
い

な
い
人

④
当
委
員
会
の
委
員
と
し
て
す
で

に
構
成
員
を
推
薦
し
て
い
る
団
体

（
自
治
会
を
除
く
。）に
所
属
し
て

い
な
い
人

▼
申
し
込
み
方
法　

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て

郵
送
・
メ
ー
ル
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
い
ず
れ

か
で
提
出

※
申
込
書
は
総
務
政
策
課
窓
口
で

受
け
取
る
か
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
限

６
月
22
日
㊎
必
着

▼
選
考
方
法　

原
則
書
類
選
考

※
必
要
に
応
じ
て
面
接
あ
り

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

〒
３
７
０

－

３
６
９
２

吉
岡
町
大
字
下
野
田
５
６
０
番
地

総
務
政
策
課 

政
策
室

☎
26
・
２
２
４
１（
直
通
）

　

seisaku@
tow
n.yoshioka.

gunm
a.jp


